
目

次

告

示

△

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
者
支
援
室)

…
…
…
一

△

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

(

計
量
検
定
室)

…
…
…
三

△

臨
時
種
畜
検
査
の
結
果
畜
種
証
明
書
を
交
付
し
た
畜
種

(

畜
産
振
興
室)

…
…
…
四

△

解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知(

三
件)

(

治

山

室)

…
…
…
五

△

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
基
幹
道
路
整
備

事
業
の
工
事
の
開
始

(

道
路
整
備
室)

…
…
…
五

△

建
築
士
を
対
象
と
す
る
講
習
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ

る
講
習
の
指
定

(

建
築
指
導
室)

…
…
…
五

公

告

△

徴
税
吏
員
証
等
の
無
効

(
税

務

室)

…
…
…
六

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
六

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

〃

)

…
…
…
六

△

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変

更
の
届
出(

十
三
件)

(

地
域
産
業
振
興
室)
…
…
…
六

△

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了(

二
件)

(

尾
三
地
域
事
務
所)

…
…
一
五

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

一
五

公
安
委
員
会
公
告

△

技
能
検
定
員
・
教
習
指
導
員
審
査

(

大
型
二
種
・
普
通
二
種)

の

実
施

一
六

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
八
百
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

病
院
又
は
診
療
所

二

薬
局
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平成18年 9月 7日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 6 3号

1

庄
原
眼
科

医
療
法
人
里
仁
会

興
生
総
合
病
院

名

称

庄
原
市
板
橋
町

一
六
五－

六

三
原
市
皆
実
三

丁
目
三－

二
八

所
在
地

育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 自
立
支
援
医
療

の
種
類

眼

科

心
臓
脈
管
外

科 標
ぼ
う
し
て

い
る
診
療
科

名

伊

藤

慎

二

畑

隆

登

指
定
自
立
支
援
医

療
を
主
と
し
て
担

当
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
氏
名

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

指
定
年
月
日

有
限
会
社
あ
き
つ
薬
局

オ
ー
ル
薬
局
西
条
店

ベ
ル
薬
局

ウ
カ
イ
薬
局

佐
々
田
薬
局

ア
カ
シ
ア
薬
局
東
城
店

有
限
会
社
エ
ヌ
・
イ
ー
・
ピ
ー

あ
ぐ
り
薬
局

名

称

東
広
島
市
安
芸
津
町
三
津
四
四
二

四 東
広
島
市
西
条
土
与
丸
五
丁
目
九－

七 尾
道
市
西
則
末
町
六－

九

府
中
市
鵜
飼
町
七
二－

三

府
中
市
府
中
町
一
三－

四

庄
原
市
東
城
町
川
東
一
四
七－

三

三
次
市
十
日
市
中
二
丁
目
四－

九

所
在
地

育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 自
立
支
援
医
療

の
種
類

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

八
・

一

指
定
年
月
日

(定期)

定

第 ６７

期
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平成18年 9月 7日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 6 3号

2

有
限
会
社
小
松
薬
局

社
団
法
人
呉
市
薬
剤
師
会
セ
ン
タ
ー

薬
局

井
上
一
誠
堂
薬
局

エ
ー
ル
薬
局
中
通
店

ホ
ワ
イ
ト
薬
局

あ
お
ば
薬
局

呉
東
中
央
薬
局

呉
伏
原
薬
局

ト
マ
ト
薬
局

黒
木
薬
局

中
本
薬
局

第
一
薬
局

フ
タ
バ
薬
局
本
通
店

有
限
会
社
ひ
か
り
薬
局

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

お
き
み
薬
局

あ
お
い
薬
局

玉
浦
薬
局

エ
ン
ゼ
ル
薬
局

呉
市
中
通
一
丁
目
三－

一
九

呉
市
中
通
一
丁
目
四－

二

呉
市
中
通
四
丁
目
四－

一
四

呉
市
中
通
二
丁
目
三－

三
〇－

一

〇
一

呉
市
東
中
央
一
丁
目
四－

一
七

呉
市
東
中
央
二
丁
目
七－

一
四

呉
市
東
中
央
二
丁
目
八－

一
七

呉
市
伏
原
二
丁
目
八－

二
一

呉
市
本
通
一
丁
目
五－

一
一

呉
市
本
通
一
丁
目
三－

八

呉
市
本
通
五
丁
目
一－
二
八

呉
市
本
通
三
丁
目
四－

五

呉
市
本
通
四
丁
目
六－

七

呉
市
本
通
二
丁
目
三－

一
五

呉
市
和
庄
登
町
一
二－

一
九

江
田
島
市
沖
美
町
三
吉
二
六
三
四

三
原
市
宮
沖
二
丁
目
六－

一
七

三
原
市
港
町
三
丁
目
二
〇－

一
九

竹
原
市
下
野
町
三
一
四
三－

六

育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

有
限
会
社
西
本
広
薬
局

竹
内
薬
局

有
限
会
社
神
谷
薬
局

有
限
会
社
の
ば
ら
薬
局

エ
ー
ル
薬
局
焼
山
店

オ
ー
ル
薬
局
焼
山
店

有
限
会
社
焼
山
貴
船
薬
局

井
上
一
誠
堂
薬
局
焼
山
店

呉
新
栄
橋
薬
局

有
限
会
社
佐
々
木
回
生
堂
薬
局

呉
川
尻
薬
局

有
限
会
社
フ
ラ
ワ
ー
薬
局

み
ど
り
薬
局

ク
レ
オ
薬
局

フ
タ
バ
薬
局

ア
ロ
ー
薬
局
呉
中
央
店

ス
バ
ル
薬
局

ワ
カ
バ
薬
局

み
つ
ば
薬
局

呉
市
広
本
町
一
丁
目
一
一－

三
四

呉
市
広
本
町
一
丁
目
九－

二
〇

呉
市
広
本
町
三
丁
目
二
〇－

五

呉
市
焼
山
此
原
町
二
一－

二

呉
市
焼
山
中
央
一
丁
目
一
三－

一

〇 呉
市
焼
山
中
央
二
丁
目
五－

九

呉
市
焼
山
中
央
二
丁
目
六－

三
七

呉
市
焼
山
北
三
丁
目
六－

一
六

呉
市
西
中
央
一
丁
目
三－

一
〇

呉
市
西
畑
町
二－

一
二

呉
市
川
尻
町
西
二
丁
目
四－

四
一

呉
市
川
尻
町
東
一
丁
目
一
〇－

一

三 呉
市
倉
橋
町
七
三
八
二－

二

呉
市
中
央
一
丁
目
五－

一
五

呉
市
中
央
三
丁
目
一
二－

二
〇

呉
市
中
央
三
丁
目
二－

一

呉
市
中
央
三
丁
目
六－

一
三

呉
市
中
央
四
丁
目
四－

二

呉
市
中
央
二
丁
目
六－

七

育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

(定期)



広
島
県
告
示
第
八
百
十
二
号

計
量
法

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

区
域

東
広
島
市

二

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

三

検
査
の
日
時
及
び
場
所

平成18年 9月 7日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 6 3号

3

ミ
ン
ト
薬
局
西
条
中
央
店

有
限
会
社
有
豊
薬
局

あ
が
中
央
薬
局

シ
ン
メ
薬
局

有
限
会
社
ナ
カ
マ
チ
薬
局

純
薬
株
式
会
社
音
戸
ア
ゼ
リ
ア
薬
局

幸
城
薬
局
藤
三
御
所
ノ
浦
店

幸
城
薬
局
田
原
店

呉
海
岸
通
薬
局

呉
吉
浦
薬
局

す
ず
ら
ん
吉
浦
薬
局

宮
原
薬
局

有
限
会
社
け
ご
や
薬
局

井
上
一
誠
堂
薬
局
警
固
屋
店

の
ぞ
み
薬
局

広
薬
局

タ
ウ
ン
薬
局

広
貴
船
薬
局

た
ち
か
け
薬
局

東
広
島
市
西
条
中
央
七
丁
目
三－

四
五

安
芸
郡
坂
町
坂
西
一
丁
目
一
六－

三
四

呉
市
阿
賀
中
央
六
丁
目
二－

一
一

あ
が
プ
ラ
ザ
二
階

呉
市
阿
賀
北
五
丁
目
一
五－

七

呉
市
音
戸
町
鰯
浜
二
丁
目
三－

二

九 呉
市
音
戸
町
引
地
一
丁
目
四－

一

呉
市
音
戸
町
高
須
三
丁
目
七－

五

呉
市
音
戸
町
田
原
二
丁
目
二－

一

二 呉
市
海
岸
二
丁
目
一
七－

六

呉
市
吉
浦
東
本
町
二
丁
目
七－
七

呉
市
吉
浦
本
町
一
丁
目
二－
六

呉
市
宮
原
五
丁
目
五－

一
二

呉
市
警
固
屋
五
丁
目
四－

一
七

呉
市
警
固
屋
四
丁
目
二－

三
〇

呉
市
広
古
新
開
二
丁
目
五－

七

呉
市
広
大
新
開
一
丁
目
四－

一
八

呉
市
広
大
新
開
一
丁
目
四－

二

呉
市
広
大
新
開
三
丁
目
二－

二
三

呉
市
広
大
新
開
二
丁
目
五－

二
三

育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

安
芸
高
田
市
医
師
会
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

ミ
ン
ト
薬
局
廿
日
市
天
神
店

ミ
ン
ト
薬
局

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
五
二
七－

七 廿
日
市
市
天
神
一
二－

七

廿
日
市
市
宮
内
四
三
一
一－

一

育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療 育
成
・
更
生
医

療

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

平
成

一
八
・

九
・

一

〃

・

〃
・
一
九

〃

・

〃
・
一
八

〃

・

〃
・
一
七

〃

・

〃
・
一
六

〃

・

〃
・
一
三

〃

・

〃
・
一
二

〃

・

〃
・
一
一

平
成
一
八
・
一
〇
・
一
〇

実

施

期

日

一
〇
・
三
〇
〜
一
五
・
〇
〇

一
三
・
三
〇
〜
一
五
・
〇
〇

一
〇
・
三
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
〇
・
三
〇
〜
一
五
・
〇
〇

一
〇
・
三
〇
〜
一
五
・
〇
〇

一
三
・
三
〇
〜
一
五
・
〇
〇

一
〇
・
三
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜
一
五
・
〇
〇

一
〇
・
三
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
三
・
三
〇
〜
一
五
・
〇
〇

一
〇
・
三
〇
〜
一
二
・
〇
〇

一
〇
・
三
〇
〜
一
五
・
〇
〇

器

物

受

付

時

間

広
島
中
央
農
協
黒
瀬
支
店

福
富
基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー

(

福
富
西

公
民
館)

福
富
東
公
民
館

豊
栄
四
季
菜
館

東
広
島
市
産
業
振
興
会
館

東
広
島
市
産
業
振
興
会
館

高
美
が
丘
公
民
館

広
島
中
央
農
協
吉
土
実
支
店

広
島
中
央
農
協
板
城
支
店

福
祉
セ
ン
タ
ー
松
翠
園

広
島
中
央
農
協
志
和
堀
支
店

東
広
島
市
役
所
安
芸
津
支
所

実

施

場

所

(定期)



四

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査

(

ひ
ょ
う
量
一
ト
ン
以
上
の
大
型
は
か
り
を
除
く
。)

の
期
日
及
び
場

所
実

施

期

日

実

施

場

所

平
成
十
八
年
十
月
十
日
か
ら

当
該
計
量
器
の
所
在
場
所

平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
ま
で

五

定
期
検
査
実
施
機
関

指
定
定
期
検
査
機
関

社
団
法
人

広
島
県
計
量
協
会

平成18年 9月 7日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 6 3号

4

〃

・

〃
・
二
〇

一
〇
・
三
〇
〜
一
五
・
〇
〇

河
内
中
央
公
民
館

広
島
県
告
示
第
八
百
十
三
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
八
年
度
地
方
臨
時
種
畜
検
査
の
結
果
、
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平
一
八
臨

広
島
県

第
四
号

平
一
八
臨

広
島
県

第
三
号

平
一
八
臨

広
島
県

第
二
号

平
一
八
臨

広
島
県

第
一
号

種

畜

証
明
書

番

号

波
茂
波

(

全
和
二
〇
〇
五
子
受
卵

広
黒
一
一
〇
九
六
〇
七

三
七

)

一
の
青
村
八

(

全
和
二
〇
〇
五
子
受
卵

広
黒
一
一
〇
九
六
一
六

三
五

)

田
安
照

(

全
和
二
〇
〇
五
子
受
卵

広
黒
一
〇
一
七
八
四
八

三
〇
二

)

横
照

(

全
和
二
〇
〇
五
子
受
卵

広
黒
一
二
一
四
二
九
一

九
一
八

)

名

号

(

登

録
・
登
記
番
号)

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

品

種

一
七
・

九
・

一

一
七
・

八
・
二
六

一
七
・

七
・
二
〇

一
七
・

六
・
一
五

生

年

月

日

一
二
一
・
〇

一
三
一
・
〇

一
二
八
・
八

一
二
六
・
二

体

高

神
石
郡

神
石
高
原

町 庄
原
市

川
北
町

安
芸
高
田

市美
土
里
町

庄
原
市

七
塚
町

産

地

糸
松
波

奥
北
茂

安
平
照

安
平
照

父 血

統

ま
さ
こ

ま
さ
こ

こ
と
ぶ
き
五
六
の
五

よ
こ
ふ
く

母

一
級

一
級

二
級

二
級

検

査

成

績

〇 〇 〇 〇 前
年
供
用

状

況

県
有

県
有

県
有

県
有

所

有

者

の

区

分

(定期)



広
島
県
告
示
第
八
百
十
四
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

呉
市
郷
原
町
字
東
遅
越
五
六
二
の
二
・
字
小
屋
床
七
四
九
の
四
・
七
九
一
の
二
・
七
九
二
の
二

(

以
上

四
筆
国
有
林)

、
七
七
八
の
二
・
七
七
九
の
二

(

以
上
二
筆
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
呉
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
八
百
十
五
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
高
屋
町
杵
原
三
九
一
九
の
七
・
三
九
一
九
の
八
・
三
九
二
九
の
二
二
・
三
九
二
九
の
二
五
か

ら
三
九
二
九
の
二
九
ま
で

(

以
上
八
筆
国
有
林)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

広
島
県
告
示
第
八
百
十
六
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
し
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
高
屋
町
杵
原
三
九
一
九
の
九
、
三
九
一
九
の
一
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

広
島
県
告
示
第
八
百
十
七
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

庄
原
市
の
市
道
改
築
工
事
を
次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
八
百
十
八
号

建
築
士
を
対
象
と
す
る
講
習
の
指
定
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
六
十
一
年
広
島
県
告
示
第
千
六
号)

第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
講
習
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成18年 9月 7日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 6 3号

5

市
道
山
中
線

路

線

名

庄
原
市
東
城
町
帝
釈
始
終
字
西
硫
黄
山
六
五
番
六

地
先
か
ら

庄
原
市
東
城
町
帝
釈
始
終
字
唐
松
山
一
三
三
番
一

地
先
ま
で 工

事

区

間

改
築 工

事
の
種
類

平
成
一
八
年
九
月

七
日 工

事
開
始
の
日

講
習
の
実
施
日
時
及
び

実
施
会
場

講

習

の

対

象

者

講

習

の

名

称

定
期
講
習
又
は
特
別
講

習
の
別

実
施
法
人
の
名
称
及
び

住
所

平
成
一
八
年
一
〇
月
二
四
日(

火)

一
三
時
三
〇
分
〜
一
七
時

平
成
一
八
年
一
〇
月
一
四
日(

土)

一
三
時
三
〇
分
〜
一
七
時

実

施

日

時

建
築
士

平
成
一
八
年
度
被
災
建
築
物
応
急
危
険
度
判
定
士
講
習
会

特
別
講
習

社
団
法
人
広
島
県
建
築
士
会(

広
島
市
中
区
千
田
町
三－

七－

四
七)

福
山
土
木
建
築
会
館
三
階

(

福
山
市
若
松
町
八－

二
二)

広
島
県
情
報
プ
ラ
ザ
多
目
的
ホ
ー
ル

(

広
島
市
中
区
千
田
町
三－

七－

四
七)

実

施

会

場

(定期)



公公公

告告告

次
の
証
票
を
亡
失
し
た
の
で
、
平
成
十
八
年
八
月
十
七
日
以
降
無
効
と
し
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

徴
税
吏
員
証

第
六
六
二
号

平
成
十
八
年
四
月
一
日
交
付

広
島
県
事
務
吏
員

森
脇

信
昌

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
竹
原

Ａ
棟

所
在
地

竹
原
市
下
野
町
三
三
〇
八

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名

(

変
更
前)

名
称

三
井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

白
賀

洋
平

住
所

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九
番
四
号

名
称

い
よ
ぎ
ん
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

尾
賀

忠

住
所

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
四
丁
目
一
二
番
地
一
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特
定
非
営
利
活
動

法
人
男
女
共
同
参

画
社
会
を
め
ざ
す

女
性
教
育
を
考
え

る
会
広
島

特
定
非
営
利
活
動

法
人
高
次
脳
機
能

障
害
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ

ト
ひ
ろ
し
ま

特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

舟
橋
喜
惠

�
田
小
夜
子

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
広
島
市
南

区
西
本
浦
町
一
四

番
一
一
―
六
〇
一

号 広
島
県
広
島
市
佐

伯
区
観
音
台
三
丁

目
五
番
一

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

こ
の
法
人
は
、
広
島
市
民
に
対
し
て
、

女
性
教
育
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

広
島
市
女
性
教
育
セ
ン
タ
ー
の
運
営

を
支
援
し
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

こ
の
法
人
は
、
交
通
事
故
や
病
気
な

ど
に
よ
っ
て
脳
に
損
傷
を
負
い
、
後

遺
症
と
し
て
高
次
脳
機
能
障
害
を
持
っ

た
者
及
び
家
族
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
障
害
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
の

普
及
と
情
報
提
供
を
行
い
障
害
者
本

人
の
社
会
復
帰
、
社
会
参
加
の
促
進

を
図
る
と
と
も
に
、
一
方
、
世
間
が

脳
障
害
に
対
し
理
解
を
深
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
高
次
脳
機
能
障
害
者
と
そ

の
家
族
が
安
心
し
て
社
会
生
活
を
営

め
る
環
境
を
築
く
こ
と
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
八
年
八

月
二
五
日

平
成
一
八
年
八

月
二
四
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
日
本
ス
リ
ラ

ン
カ
友
好
協
会

山
田
昭
雄

広
島
県
広
島
市
西

区
南
観
音
七
丁
目

一
二
番
二
三
号

こ
の
法
人
は
、
日
本
と
ス
リ
ラ
ン
カ

の
間
に
お
け
る
相
互
理
解
と
相
互
扶

助
の
促
進
に
関
す
る
活
動
を
行
い
、

両
国
間
の
緊
密
且
つ
親
密
な
関
係
の

構
築
の
推
進
を
図
り
、
以
て
社
会
全

体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

平
成
一
八
年
八

月
二
五
日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ベ
ン
チ
ャ
ー

か
ま
が
り

特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

兼
田
定
夫

代
表
者
氏
名

広
島
県
呉
市
蒲

刈
町
向
字
西
脇

九
八
五
番
地
一

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

本
会
は
、
蒲
刈
島
の
地
域
特

性
を
活
か
し
て
地
域
づ
く
り

や
経
済
活
性
化
、
雇
用
機
会

の
拡
充
、
人
材
の
育
成
、
環

境
保
全
・
活
用
等
に
貢
献
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

･

会
員
の
種

別
の
変
更

・
役
員
の
定

数
の
変
更

定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年
八

月
二
九
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

(定期)



(

変
更
後)

名
称

三
井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
田

浩
二

住
所

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九
番
四
号

名
称

い
よ
ぎ
ん
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

尾
賀

忠

住
所

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
四
丁
目
一
二
番
地
一

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)
名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名平

成
十
八
年
六
月
二
十
九
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代
表
者
変
更
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

東
広
島
市
産
業
部
商
業
観
光
課

(

東
広
島
市
西
条
上
市
町
七
番
四
二
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
竹
原

Ｂ
棟

所
在
地

竹
原
市
下
野
町
三
二
九
三

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏

名

(

変
更
前)

名
称

三
井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

白
賀

洋
平

住
所

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九
番
四
号

名
称

い
よ
ぎ
ん
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

尾
賀

忠

住
所

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
四
丁
目
一
二
番
地
一

(

変
更
後)

名
称

三
井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
田

浩
二

住
所

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九
番
四
号

名
称

い
よ
ぎ
ん
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

尾
賀

忠

住
所

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
四
丁
目
一
二
番
地
一

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
六
月
二
十
九
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

東
広
島
市
産
業
部
商
業
観
光
課

(

東
広
島
市
西
条
上
市
町
七
番
四
二
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯
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１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
竹
原

Ｃ
棟

所
在
地

竹
原
市
竹
原
町
三
六
一
一

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名

(

変
更
前)

名
称

三
井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

白
賀

洋
平

住
所

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九
番
四
号

名
称

い
よ
ぎ
ん
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

尾
賀

忠

住
所

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
四
丁
目
一
二
番
地
一

(

変
更
後)

名
称

三
井
住
友
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
田

浩
二

住
所

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
九
番
四
号

名
称

い
よ
ぎ
ん
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

尾
賀

忠

住
所

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
四
丁
目
一
二
番
地
一

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名平

成
十
八
年
六
月
二
十
九
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代
表
者
変
更
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

東
広
島
市
産
業
部
商
業
観
光
課

(

東
広
島
市
西
条
上
市
町
七
番
四
二
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

フ
ジ
グ
ラ
ン
三
原

所
在
地

三
原
市
円
一
町
一
丁
目
一
八
三
四
―
二
九
外

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

三
原
市
経
済
部
商
工
振
興
課

(

三
原
市
港
町
三
丁
目
五
番
一
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

フ
ジ
グ
ラ
ン
神
辺

所
在
地

福
山
市
神
辺
町
大
字
新
道
上
字
二
丁
目
一
〇
番
二
六
外

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

(

変
更
前)

深
安
郡
神
辺
町
大
字
道
上
字
二
の
丁
七
五
番
外

(

変
更
後)

福
山
市
神
辺
町
大
字
新
道
上
字
二
丁
目
一
〇
番
二
六
外

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名平

成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
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は
代
表
者
の
氏
名

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

１

市
町
村
合
併
及
び
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
に
よ
る
所
在
地
の
表
示
変
更
の
た
め

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

福
山
市
経
済
環
境
局
経
済
部
商
工
課

(
福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

フ
ジ
グ
ラ
ン
西
条
駅
前

所
在
地

東
広
島
市
西
条
栄
町
七
番
五
号

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代
表
者
変
更
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

東
広
島
市
産
業
部
商
業
観
光
課

(

東
広
島
市
西
条
上
市
町
七
番
四
二
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日
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２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

フ
ジ
グ
ラ
ン
東
広
島

所
在
地

東
広
島
市
西
条
町
御
薗
宇
四
四
〇
五
番
地

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

名
称

協
同
組
合
東
広
島
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

代
表
理
事

多
山

宰
佐

住
所

東
広
島
市
西
条
町
御
薗
宇
七
二
〇
六
番
地
七

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

名
称

協
同
組
合
東
広
島
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

代
表
理
事

多
山

宰
佐

住
所

東
広
島
市
西
条
町
御
薗
宇
七
二
〇
六
番
地
七

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代
表
者
変
更
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

東
広
島
市
産
業
部
商
業
観
光
課

(

東
広
島
市
西
条
上
市
町
七
番
四
二
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

フ
ジ
グ
ラ
ン
東
広
島

(

別
棟)

所
在
地

東
広
島
市
西
条
町
御
薗
宇
四
三
〇
二
番
地

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名

(
変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

平成18年 9月 7日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 6 3号

11

(定期)



(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(
変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代
表
者
変
更
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

東
広
島
市
産
業
部
商
業
観
光
課

(

東
広
島
市
西
条
上
市
町
七
番
四
二
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ヴ
ェ
ス
タ
高
屋
店

所
在
地

東
広
島
市
高
屋
高
美
が
丘
四
丁
目
三
四
番
一

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

東
広
島
市
産
業
部
商
業
観
光
課

(

東
広
島
市
西
条
上
市
町
七
番
四
二
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の
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規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

フ
ジ
グ
ラ
ン
ナ
タ
リ
ー

所
在
地

廿
日
市
市
阿
品
三
丁
目
二
五
三
三
番
地
外

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

廿
日
市
市
産
業
観
光
部
商
工
観
光
課

(

廿
日
市
市
下
平
良
一
丁
目
一
一
番
一
号)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
熊
野

所
在
地

安
芸
郡
熊
野
町
字
荒
金
五
八
二
二
番
二
外

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代
表
者
変
更
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

熊
野
町
総
務
部
企
画
課

(

安
芸
郡
熊
野
町
三
八
一
五
番
地
一)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯
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１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

フ
ジ
グ
ラ
ン
安
芸

所
在
地

安
芸
郡
坂
町
北
新
地
一
二
〇
一
八
番
一
外

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

坂
町
産
業
建
設
課

(

安
芸
郡
坂
町
平
成
ヶ
浜
一
丁
目
一
番
一)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
坂

所
在
地

安
芸
郡
坂
町
平
成
ヶ
浜
三
丁
目
一
三
〇
五
三
番
地
外

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名

(
変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

名
称

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

代
表
取
締
役

山
田

昇

住
所

群
馬
県
前
橋
市
日
吉
町
四
丁
目
四
〇
番
地
一
一

(

変
更
後)
名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号
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名
称

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

代
表
取
締
役

山
田

昇

住
所

群
馬
県
前
橋
市
日
吉
町
四
丁
目
四
〇
番
地
一
一

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役�
橋

吉
昭

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

(

変
更
後)
名
称

株
式
会
社
フ
ジ

代
表
取
締
役

尾�
英
雄

住
所

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

四

変
更
す
る
理
由

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
法
人
の
代
表
者
変
更
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

法
人
の
代
表
者
変
更
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

坂
町
産
業
建
設
課

(

安
芸
郡
坂
町
平
成
ヶ
浜
一
丁
目
一
番
一)

七

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

八

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
九
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

事
業
主
体

地

区

名

事

業

名

完

了

年

月

日

世
羅
町

幸

水

(

１
工
区)

区
画
整
理
事
業

平
成
一
五
・
九
・
二
六

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
七
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

事
業
主
体

地

区

名

事

業

名

完

了

年

月

日

世
羅
町

幸

水

(

２
工
区)

区
画
整
理
事
業

平
成
一
五
・
一
〇
・
二
七

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

70号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
９
月
７
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登
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6P
0671

6P
0695

検
定

番
号

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
９
月
７
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

ーバ

ー覇
－
Ｌ
Ｏ
Ｒ

Ｄ
－
Ｔ
Ｒ

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

ーバ

ー覇
－
Ｌ
Ｏ
Ｒ

Ｄ
－
Ｍ
Ｒ

型
式
名

同
上

株
式
会
社
三
共

代
表
取
締
役
毒
島
秀
行

(群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六

丁
目

460番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

92号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号

。以
下
｢法
｣
と
い
う

。)
第

99条
の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び

第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
実
施
す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規

則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
２
条
及
び
第

10条
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

18年
９
月
７
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

１
審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
・
教
習
指
導
員
審
査
(大
型
二
種
・
普
通
二
種
)

２
審
査
の
期
日

平
成

18年
10月

10日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

法
第

99条
の
２
第
４
項
第
２
号
及
び
第

99条
の
３
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第
４
条
及
び
第

12条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
又
は
教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

カ
住
民
票
(本
籍
記
載
の
も
の
)

１
通

キ
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又
は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
有
し
て
い
る
者
は
そ
の
写
し

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成

18年
10月

３
日
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6P
0691

6S
0422

6S
0699

6P
0743

同
上

同
上

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 同
上

回
胴
式
遊
技

機

同
上

Ｃ
Ｒ
・
ジ

ョ
ブ
レ

ー

ス
Ｑ
Ｊ

レ
ジ
ェ
ン

ド
オ
ブ
ピ

ータ

ーパ
ン 南
国
娘
Ｘ

－
30

Ｃ
Ｒ
バ
ル

タ
ン
星
人

!?Ｓ
Ｔ

株
式
会
社
平
和

代
表
取
締
役
石
橋
保
彦

(群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二

丁
目

3014番
地
の
８
)

同
上

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア

代
表
取
締
役
嶺
井
勝
也

(東
京
都
台
東
区
東
上
野
二

丁
目

11番
７
号
)

株
式
会
社
エ

ース
電
研

代
表
取
締
役
武
本
孝
俊

(東
京
都
台
東
区
東
上
野
三

丁
目

12番
９
号
)

左
同

左
同

左
同

左
同

(定期)


